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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

七
峰
会

弘
前
市
大
字
下

白
銀
町
二
一
の

八

障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ

ス

拓
光
園
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー

弘
前
市
大
字
百

沢
字
東
岩
木
山

二
六
二
八

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

恵
心
会

三
戸
郡
三
戸
町

大
字
斗
内
字
和

田
六
〇
の
一

居
宅
介
護

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
鶴
亀
荘

三
戸
郡
三
戸
町

大
字
斗
内
字
和

田
六
〇
の
一

��

･

�･

��

有
限
会
社
博
愛

会
ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
藤
崎
字

西
村
井
六
の
五

障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ

ス

博
愛
会
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
藤
崎
字

西
村
井
六
の
五
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よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

肥
料
登
録
の
失
効

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の
登

録
は
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
の
失
効

林
業
種
苗
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成18年９月13日 水曜日 第2679号 �

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
二
四
六
番
地

小

野

文

秋

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
二
九
七
番
地
一

古

川

俊

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
一
四
番
地
二
〇

古

川

兼

寿

大
戸
瀬

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

赤
石
水
産

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
家
岸

五
七
番
地
四

石

岡

清

美

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
宇
名

原
一
七
番
地
一

寺

沢

佶

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
町
字
大
磯

三
三
番
地
一

今

弘

樹

平
成
十
八
年
九

月
十
三
日
か
ら

同
月
二
十
七
日

ま
で

赤
石
水
産
漁

業
協
同
組
合

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
四
五
号

副
産
石
灰

肥
料

ラ
ミ
カ
ル

ア
ル
カ
リ
分

五
〇
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

有
限
会
社
平
内
シ
ェ

ル
サ
ン
ド

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
清
水
川
字
権
十
郎

新
田
三
九
の
一
二
七

� �
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県
営
林

(

県
行
造
林)

の
立
木
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件

(

立
木)

の
売
却

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

三

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

む
つ
市
川
内
町
館
山
下
二
七
五
の
四
三

四

売
却
す
る
物
件
の
位
置
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

南
棟
八
階
Ａ
会
議
室

２

日
時平

成
十
八
年
十
月
十
一
日

(

水)

午
前
十
時

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
原
則
と
し
て
十
五
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
と
延
納
の

特
約
を
締
結
し
た
と
き
は
六
ケ
月
以
内
に
お
い
て
売
買
代
金
の
延
納
を
認
め
る
。

九

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

平
成
十
八
年
九
月
二
十
五
日
午
後
十
二
時
三
十
分
ま
で
に
む
つ
市
中
央
一
丁
目
一
の
八
む
つ

合
同
庁
舎
旧
館
三
階
大
会
議
室
に
集
合
し
、
む
つ
市
川
内
町
館
山
下
二
七
五
の
四
三
ま
で
移
動

し
て
現
場
説
明
を
行
う
。

３

問
い
合
わ
せ
先

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
森
林
整
備
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
二
二

県
営
林

(

県
行
造
林)

の
立
木
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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所

在

地

樹
種

林

齢

本
数

(
本)

材
積

(

�)

む
つ
市
川
内
町
館
山
下
二
七

五
の
四
三

ス
ギ

七
〇
年
生

一
、
六
六
一

一
、
八
三
四
・
八
七

� �

一
〇
四

登

録

番

号

昭
和
��

･

�･

��

登

録

年
月
日

李
沢

利
雄

氏
名
又
は
名
称

生

産

事

業

者

上
北
郡
七
戸
町
字
李
沢
家
ノ
前

一
三
の
二

住

所

採
取 種

穂

生

産

事

業

の

内

容

精
選

幼
苗
の
育
成

苗

木

幼
苗
以
外
の

苗
木
の
育
成

李
沢
苗
圃

名

称

事

業

所

上
北
郡
七
戸
町

所

在

地

平
成
��･

�･

�	

失

効

年
月
日
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一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件

(

立
木)

の
売
却

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

三

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
湯
舟
町
字
姥
袋
二
三
の
二

四

売
却
す
る
物
件
の
位
置
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

南
棟
八
階
Ａ
会
議
室

２

日
時

平
成
十
八
年
十
月
十
一
日

(

水)

午
前
十
一
時

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
原
則
と
し
て
十
五
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。
た
だ
し
、
県
と
延
納
の

特
約
を
締
結
し
た
と
き
は
六
ケ
月
以
内
に
お
い
て
売
買
代
金
の
延
納
を
認
め
る
。

九

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
午
後
一
時
ま
で
に
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町
二
〇
九
西
北

地
方
農
林
水
産
事
務
所
一
階
会
議
室
に
集
合
し
、
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
湯
舟
町
字
姥
袋
二

三
の
二
ま
で
移
動
し
て
現
場
説
明
を
行
う
。

３

問
い
合
わ
せ
先

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
森
林
整
備
グ
ル
ー
プ

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
五
二
二

都
市
計
画
事
業
の
認
可

弘
前
広
域
都
市
計
画
事
業
の
認
可
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第

百
二
十
九
号
で
告
示
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

弘
前
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
四
・
七
号
弘
前
宮
地
線)

二

施
行
者
の
名
称

青
森
県

三

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

青
森
県
弘
前
市
大
字
土
手
町
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
の
認
可

都
市
再
開
発
法

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
駅
前
第
一
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
を
平
成
十
八
年
九
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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所

在

地

樹
種

林

齢

本
数

(

本)

材
積

(

�)
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
湯

舟
町
字
姥
袋
二
三
の
二

ス
ギ

七
四
年
生

一
、
一
四
三

一
、
三
八
四
・
二
七

� �



� �

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

八
戸
市
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
に
平
成
十
八
年
八
月
二
十
九
日
同
意
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

島

勝

彦

一

事
業
名

基
盤
整
備
促
進

二

地
区
名

向
谷
地
前

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
協
議
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
戸
町

に
係
る
大
久
保
地
区
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
協
議
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

島

勝

彦

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
八
年
九
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

三
戸
町
役
場

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
及

び
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

五
所
川
原
県
土
整
備
事
務
所
長

小
山
内

正

昭

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

青 森 県 報������	�
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位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

五
所
川
原
市
字
烏
森
二
五
の

三
、
二
六
の
二
、
二
九
の
四
、

二
九
の
五
、
二
九
の
六
、
一

四
五
の
二

七
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
九
メ
ー
ト
ル

平
成

��

･

�･

�

� �



� �

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青 森 県 報平成18年９月13日 水曜日 第2679号 �

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

民
主
党
青
森
県
参

議
院
選
挙
区
第
２

総
支
部

平
山
幸
司

倉
谷
政
子

青
森
市
緑
三
丁
目
一
〇
の
六

平
成

��

･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

石
井
み
ど
り
青
森

県
後
援
会

�
畑
研
佑

本
田
富
彦

青
森
市
青
柳
一
丁
目
三
の
一
一

平
成

��･

�･

��

今
哲
�
後
援
会

工
藤

栄

吉
崎
春
雄

青
森
市
千
刈
三
丁
目
一
五
の
二

��･

�･

��

山
田
善
治
後
援
会

工
藤
勝
美

山
田
高
裕

五
所
川
原
市
大
字
稲
実
字
米
崎

八
二
の
一

��･

�･

��

岡
本
ふ
じ
お
後
援

会

成
田
勝
雄

葛
西
拓
美

つ
が
る
市
木
造
末
広
四
〇
の
四

三

��･

�･

��

花
田
進
後
援
会

工
藤
善
司

加
藤

肇

五
所
川
原
市
大
字
石
岡
字
藤
巻

二
一
の
二
五

��･

�･

��

岡
山
粕
男
後
援
会

吹
越
嘉
裕

野
田
頭
稔

上
北
郡
東
北
町
字
和
山
平
三
の

二
〇

��･

�･

��

佐
々
木
慶
和
後
援

会

佐
々
木恵
悦

伝
法
谷春
彦

つ
が
る
市
稲
垣
町
豊
川
初
瀬
山

三
四
の
一

��･

�･

��

正
友
会

山
内
正
孝

山
内

卓

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
蛇
ノ
沢

一
一

��･
�･

�	

赤
坂
孝
悦
後
援
会

赤
坂
孝
悦

赤
坂
孝
悦

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
大
堀
平

三
の
三

��･

�･
��

こ
ん
の
忠
明
後
援

会

松
沢
良
次

紺
野
恵
子

十
和
田
市
東
二
十
四
番
町
一
〇

の
二
二

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
歯
科
医
師
支
部

代

表

者

�
畑

研
佑

清
藤

勇
也

会
計
責
任
者

本
田

富
彦

山
田

芳
夫

平
成

��･

�･

��

自
由
民
主
党
弘
前

市
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
徳
田
町

二
九
の
三

弘
前
市
大
字
百
石
町

三
一
の
一

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

青
森
県
歯
科
医
師

連
盟

会
計
責
任
者

本
田

富
彦

山
田

芳
夫

平
成

��･

�･

��

中
原
爽
青
森
県
後

援
会

会
計
責
任
者

本
田

富
彦

山
田

芳
夫

��･

�･

��

山
本
清
秋
後
援
会

会
計
責
任
者

対
馬

光
則

山
本

康
樹

��･

�･

��

山
内
正
孝
後
援
会

代

表

者

佐
々
木

正
男

色
川

和
久

会
計
責
任
者

加
藤

惠
造

石
川

英
治
郎

��･

�･

�	

小
笠
原
正
勝
後
援

会

代

表

者

川
村

憲
昭

千
代
谷

与
三
郎

��･

�･

��

� �



� �

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
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